
※ 「学科講習(A･B期)」受講後、無人航空機操縦士「一等学科試験(CBT)」に合格しなければ「実地講習(C期)」は受講できません。（東京��期を除く）
※ 「実地講習(C期)」で「基本に係る実地修了審査」に合格しなければ「限定変更合宿(D期)」は受講できません。
※ 不合格の場合は�年以内かつ�開講まで再受講･再受験が可能です。（各日定員�名まで）
※ 天候等によりスケジュールが予告なく変更する場合がございますが予めご了承ください。 ������


